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[ロードマップの作成趣旨等] 

 

 

○ 子どもが輝く未来の実現に向けて、具体的な取組を着実に推進していくため、「子

どもが輝く未来に向けた提言」を踏まえて、2018（平成 30）年度から 2022（平成

34年）年度までの 5か年間の施策・取組と工程について、ロードマップを作成する

こととしました。 

 

＜ロードマップの作成に至る経緯＞ 

◇ 本県では、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」に基づき、平成 27 年 3 月に「愛知

県子どもの貧困対策推進計画」（計画期間：平成 27年度～平成 31年度）を策定しました。 

◇ しかし、実効性のある子どもの貧困対策を実施するためには、生活困窮世帯の子どもの

生活実態の把握が不可欠であることから、平成 28 年 12 月に県内全域を対象として「愛知

子ども調査」を実施しました。 

◇ 「愛知子ども調査」の結果を踏まえて、平成 29年 9月に有識者による「愛知県子どもの

貧困対策検討会議」から知事に対して、「教育の機会の均等」、「健やかな成育環境」、「支援

体制の充実」の 3つの視点から、子どもの貧困対策を推進するための具体的な方向性を示

した「子どもが輝く未来に向けた提言」が提出されました。 

 

 

○ ロードマップの実施期間である平成 31年度に、「愛知県子どもの貧困対策推進計

画」の次期計画が策定されることとなりますが、次期計画との整合性を図りつつ、

必要に応じロードマップの見直しを行います。 

 

 

○ 今後は、副知事をリーダーとする庁内横断組織である「子どもの貧困対策推進プ

ロジェクトチーム」において、ロードマップの進捗状況や課題の把握などを行い、

事業の充実を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 平成 31年 5月に改元が予定されていますが、わかりやすい表記とするため、このロードマッ

プでは平成 31年度以降も「平成（省略表記時は H）」を使用しています。 
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[数値目標一覧] 

 

 

未来を担う子どもたちが、生まれ育った環境に左右されることなく、健やかに育成

される環境を整備することが重要であり、そのためには、学習支援や子どもの居場所

の充実を図る必要があります。また、切れ目のない相談支援体制の整備も必要です。 

「子どもが輝く未来に向けた提言」を受けて、提言で示された「教育の機会の均等」、

「健やかな成育環境」、「支援体制の充実」の 3つの視点から、次の項目について数値

目標を定め、重点的に取り組みます。 

 

 

１．教育の機会の均等 

○ 学習の習熟度や学習意欲を向上させるため、学習支援事業の充実を図ります。 

○ 子どもの貧困対策のプラットフォームである学校の体制強化を図るため、スクー

ルソーシャルワーカーの充実を図ります。 
 

数値目標項目 
現況 目標 

年度 数値 年度 数値 

生活困窮世帯の子どもの学習支援事業に取

り組んでいる市町村数 

2017 

(H29) 
27市町 

2022 

(H34) 
全市町村 

地域未来塾実施市町村数 
2017 

(H29) 
15市町 

2022 

(H34) 
全市町村 

若者・外国人未来応援事業の実施地域数 
2017 

(H29) 
3地域 

2022 

(H34) 
9地域 

スクールソーシャルワーカーを配置してい

る市町村数 

2017 

(H29)  
20市町 

2022 

(H34) 
全市町村 

 

２．健やかな成育環境 

○ 生活困窮世帯の子どもの社会的孤立を防ぐため、子どもが安心して過ごせる居

場所の充実を図ります。 
 

数値目標項目 
現況 目標 

年度 数値 年度 数値 

子ども食堂の数（市町村把握数） 
2017 

(H29) 
56か所 

2022 

(H34) 
200か所 

放課後児童クラブの登録児童数 
2017 

(H29) 
54,469人 

2022 

(H34) 
59,500人 
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３．支援体制の充実 

○ 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援のため、全ての市町村が子育て

世代包括支援センターを設置できるよう支援します。 

○ 学習支援事業（無料学習塾）のボランティアを確保するため、愛知県社会福祉

協議会（ボランティアセンター）において実施する学習支援ボランティアを養成

する事業を支援します。 
 

数値目標項目 
現況 目標 

年度 数値 年度 数値 

子育て世代包括支援センターを設置してい

る市町村数 

2017 

(H29) 
27市町 

2020 

(H32) 
全市町村 

ボランティアセンターにおける学習支援ボ

ランティアの登録者数 

2017 

(H29) 
－ 

2022 

(H34) 
500人 
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１．教育の機会の均等 

 

(1) 学習意欲・習熟（勉強したい・勉強が分かる） 

 

① 学習の習熟度の向上 

 

＜取組の方向＞ 

○ 小・中学校において、高校・大学への進学や、社会での自立が可能な基礎学力

を身につけられるよう、指導の充実を図るとともに、少人数学級を実施します。 

○ 学習習熟度を向上させるため、身近な地域における学習支援事業を推進すると

ともに、外国人の子どもの日本語学習を支援します。 

○ 小・中学校及び高校において、学校におけるカウンセリング機能を高めるとと

もに、家庭における問題や高校中退防止等に対応するため、スクールカウンセラー

とスクールソーシャルワーカーの充実を図ります。 

 

＜具体的な取組・施策と工程＞ 

取組・施策 
2017（H29）年度時点の 

事業内容 

工程 
所管部局 2018 

(H30) 
2019 
(H31) 

2020 
(H32) 

2021 
(H33) 

2022 
(H34) 

◆ 学校での
学習習熟度
の向上に関
する取組み
の充実 

指導の充実 

・ティーム・ティーチン
グや少人数の学習集団
による指導を行うため
小中学校に少人数指導
授業対応教員を配置
（992人、他に非常勤講
師330人） 

・「主体的・対話的で深い
学び」の実現を目指し、
アクティブ・ラーニン
グの視点による授業改
善を行い、学力向上を
図る実践研究を実施（2
市） 

・小中学校において、外
部人材を活用した専門
分野の講義や実技指導
等を実施（3,449時間） 

     

教育委員会 

少人数学級
の実施 

・小学校第1、2学年及び
中学校第 1 学年におい
て35人学級編制を実施
し、一人ひとりの状況
に応じたきめ細かな指
導を実施 

     

教育委員会 

 

  

第
四
次
教
育
振
興 

基
本
計
画
策
定 
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取組・施策 
2017（H29）年度時点の 

事業内容 

工程 
所管部局 2018 

(H30) 
2019 
(H31) 

2020 
(H32) 

2021 
(H33) 

2022 
(H34) 

◆ 学校以外
での学習習
熟度の向上
に関するサ
ポート体制
の充実 

学習支援事
業の推進 

・生活困窮世帯の子ども
に対する学習支援を実
施（27市町） 

・ひとり親家庭の子ども
に対する学習支援を実
施（4市） 

・小学生を対象に、地域
住民の協力や小学校の
余裕教室等の活用等に
よる学習支援や体験活
動等を実施（396教室） 

・中学生、高校生等を対
象に、大学生や教員Ｏ
Ｂなど地域住民の協力
による学習支援を実施
（15市町） 

・中卒進路未定者、高校
中退者、日本語支援が
必要な外国人等に対し
て、高等学校卒業程度
認定試験等に向けた学
習支援及び相談・助言
を実施（3地域） 

     

健康福祉部 
教育委員会 

日本語学習
の支援 

・日本語教室を運営する
団体に対する運営費の
助成等（85教室6校） 

     

県民生活部 

◆ 学校に通
える環境づ
くり 

スクールカ
ウンセラー
の充実 

・カウンセリング機能の充
実を図るため、私立高
校のスクールカウンセ
ラー配置に対する経費
を助成（86人） 

・公立小・中学校にスクー
ルカウンセラーを配置
（480人、スーパーバイ
ザー3人） 

・県立高校にスクールカウ
ンセラーを配置（54人、
スーパーバイザー2人） 

     

県民生活部 
教育委員会 

スクール
ソーシャル
ワーカーの
充実 

 
 
 
 
 
・貧困等の家庭問題等に
対応するため、市町村
が実施する小中学校へ
のスクールソーシャル
ワーカー配置に対する
経費を補助（14市町27
人） 

・県立高校にスクール
ソーシャルワーカーを
配置（6人） 

・私立高校のス
クールソーシャ
ルワーカー配置
に対する経費
を助成 

    

県民生活部 
教育委員会 

  

第
二
期
貧
困

計
画
策
定 

実施市町村の 
拡大 

第
四
次
教
育
振
興 

基
本
計
画
策
定 

実施市町村の拡大 

第
四
次
教
育
振
興 

基
本
計
画
策
定 

配置市町村の拡大 第
四
次
教
育
振
興 

基
本
計
画
策
定 

基
金
終
了
に

伴
う
検
討 

2022年 
全市町村 

2022年 
全市町村 
配置 

2022年 
全市町村 

実施地域の拡大 
2022年 
9地域 
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② 学習意欲の向上 

 

＜取組の方向＞ 

○ 将来の仕事や生活を描き、勉強する意味や目的を考える機会を与えるため、様々

な職業や大人と接することができる機会の充実を図るとともに、学校と社会との

連携を推進します。 

○ 学校や家庭における問題や悩みを相談できるよう、小・中学校及び高校におけ

るスクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの充実や、指導の充実

を図ります。 

 

＜具体的な取組・施策と工程＞ 

取組・施策 
2017（H29）年度時点の 

事業内容 

工程 
所管部局 2018 

(H30) 
2019 
(H31) 

2020 
(H32) 

2021 
(H33) 

2022 
(H34) 

◆ 勉強する
ことの意味
を伝える・
考える機会
（授業）の
提供 

キャリア教
育の充実 

・地域住民による講話や
体験活動等を通じた
キャリア教育を実施
（小学校18市町村、全
公立中学校（名古屋市
を除く）、全県立高校
等） 

     

教育委員会 

社会との連
携の推進 

 ・学習意欲の向上
に向け、小中学
校において、各
教科等で学ん
だことを地域
行事で発表す
るなどの取組
の推進 

    

教育委員会 

  

第
四
次
教
育
振
興 

基
本
計
画
策
定 
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取組・施策 
2017（H29）年度時点の 

事業内容 

工程 
所管部局 2018 

(H30) 
2019 
(H31) 

2020 
(H32) 

2021 
(H33) 

2022 
(H34) 

◆ 学ぶこと
の楽しさを
感じること
ができる機
会の提供 

スクールカ
ウンセラー
の充実 

・カウンセリング機能の
充実を図るため、私立
高校のスクールカウン
セラー配置に対する経
費を助成（86 人）【再
掲】 

・公立小・中学校にスクー
ルカウンセラーを配置
（480 人、スーパーバ
イザー3人）【再掲】 

・県立高校にスクールカ
ウンセラーを配置（54
人、スーパーバイザー2
人）【再掲】 

     

県民生活部 
教育委員会 

スクール
ソーシャル
ワーカーの
充実 

 
 
 
 
 
・貧困等の家庭問題等に
対応するため、市町村
が実施する小中学校へ
のスクールソーシャル
ワーカー配置に対する
経費を補助（14市町27
人）【再掲】 

・県立高校にスクール
ソーシャルワーカーを
配置（6人）【再掲】 

・私立高校のス
クールソーシャ
ルワーカー配置
に対する経費
を助成 

    

県民生活部 
教育委員会 

指導の充実 

・「主体的・対話的で深い
学び」の実現を目指し、
アクティブ・ラーニン
グの視点による授業改
善を行い、学力向上を
図る実践研究を実施（2
市）【再掲】 

・小中学校において、外
部人材を活用した専門
分野の講義や実技指導
等を実施（3,449時間）
【再掲】 

     

教育委員会 

 

  

第
四
次
教
育
振
興 

基
本
計
画
策
定 

第
四
次
教
育
振
興 

基
本
計
画
策
定 

配置市町村の拡大 第
四
次
教
育
振
興 

基
本
計
画
策
定 

2022年 
全市町村 
配置 
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③ 学習スペースの確保 

 

＜取組の方向＞ 

○ 子ども部屋や勉強机のない子どもが落ち着いて勉強できるよう、公共施設の開

放を行います。 

○ 家庭における子どもの学習スペースを確保するため、県営住宅の適切な供給を

行います。 

 

＜具体的な取組・施策と工程＞ 

取組・施策 
2017（H29）年度時点の 

事業内容 

工程 
所管部局 2018 

(H30) 
2019 
(H31) 

2020 
(H32) 

2021 
(H33) 

2022 
(H34) 

◆ 公共施設
の開放・ス
ペースの充
実 

公共施設の
開放 

 
・県図書館において、閲
覧用の席を開放 

 
・学校において、教室や
図書室を開放 

 
 
 

     

県民生活部 
教育委員会 

◆ 家庭にお
ける学習ス
ペースの確
保 

県営住宅の
適切な供給 

・最低居住水準面積以上
を確保した県営住宅の
適切な供給 

・子育て世帯への優先入
居制度の実施 

     

建設部 

  

第
四
次
教
育
振
興 

基
本
計
画
策
定 
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(2) 進学・進路（希望する学校に行ける・進路が選択できる） 

 

① 職業を知る機会の充実 

 

＜取組の方向＞ 

○ 将来の職業選択の可能性を広げるため、様々な職業について調べたり体験した

りする機会や、地域において大学生や専門学校生等の身近な世代との交流機会の

充実を図ります。 

○ 多様な職業を知る機会を提供するため、企業と連携して、職場見学や出前講座

等の機会の充実を図ります。 

 

＜具体的な取組・施策と工程＞ 

取組・施策 
2017（H29）年度時点の 

事業内容 

工程 
所管部局 2018 

(H30) 
2019 
(H31) 

2020 
(H32) 

2021 
(H33) 

2022 
(H34) 

◆ 学校にお
ける「職業」
を考えるた
めの機会の
確保 

キャリア教
育の充実 

・地域住民による講話や
体験活動等を通じた
キャリア教育を実施
（小学校18市町村、全
公立中学校（名古屋市
を除く）、全県立高校
等）【再掲】 

     

教育委員会 

身近な世代
との交流機
会の充実 

・生活困窮世帯の子ども
に対する学習支援を実
施（27市町）【再掲】 

・ひとり親家庭の子ども
に対する学習支援を実
施（4市）【再掲】 

     

健康福祉部 

◆ 企業との
連携による
機 会 の 提
供・プログ
ラムの充実 

多様な職業
を知る機会
を提供 

・モノづくりを支える中
小企業の職場見学を実
施（15社） 

・ヤングジョブあいちで
セミナーを開催（4回） 

・就職に向けたガイドパ
ンフレットを作成 

・愛知ブランド企業出前
講座を開催（6回） 

 
 
 
 
 
 
・東南アジアの企業にお
いて、専門高校生の海
外インターンシップを
実施（8名） 

 

・中小企業の職場
見学を実施 

 
 
 
 
 
 
 
・中小企業の魅力
発信のための
著名人による
講演等を実施 

    

産業労働部 
教育委員会 

  

第
二
期
貧
困

計
画
策
定 

実施市町村の 
拡大 

次
期
産
業
労
働 

ビ
ジ
ョ
ン
策
定 

第
四
次
教
育
振
興 

基
本
計
画
策
定 

第
四
次
教
育
振
興 

基
本
計
画
策
定 

2022年 
全市町村 
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② 高校・大学進学に関する支援の充実 

 

＜取組の方向＞ 

○ 希望する進路に進めるよう、高校等における教育費の負担を軽減します。 

また、高校等における学資や生活費等に必要な資金を、無利子で貸与します。 

○ スクールソーシャルワーカーの配置により、奨学金制度に関する保護者への情

報提供等の充実を図ります。 

○ 高等学校卒業程度認定試験等を目指す子どもに対する試験に向けた学習支援の

充実を図ります。 

 

＜具体的な取組・施策と工程＞ 

取組・施策 
2017（H29）年度時点の 

事業内容 

工程 
所管部局 2018 

(H30) 
2019 
(H31) 

2020 
(H32) 

2021 
(H33) 

2022 
(H34) 

◆ 経済的支
援の充実 

教育費の負
担軽減 

・高校等の教育費の負担
を軽減するため、高等
学校等就学支援金を保
護者の所得に応じて支
給 

・授業料以外の教育費負
担を軽減するため、低
所得世帯の生徒に対し
て奨学給付金を支給 

・私立高校等の授業料を
軽減するため、愛知県
授業料軽減補助金を保
護者の所得に応じて就
学支援金に上乗せして
支給 

・私立高校の入学料を軽
減するため、愛知県入
学納付金補助金を保護
者等の所得に応じて支
給 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・対象を専修学校
高等課程に拡
大 

 
 
・児童養護施設等
への入所措置
を受けていた
者が大学等に
進学する場合
に、22 歳の年
度末まで引き
続き居住費、生
活費を支援 

    

県民生活部 
健康福祉部 
教育委員会 

  

第
二
期
貧
困

計
画
策
定 

第
四
次
教
育
振
興 

基
本
計
画
策
定 
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取組・施策 
2017（H29）年度時点の 

事業内容 

工程 
所管部局 2018 

(H30) 
2019 
(H31) 

2020 
(H32) 

2021 
(H33) 

2022 
(H34) 

（つづき） 
◆ 経済的支
援の充実 

貸付の実施 

・ひとり親家庭に対し、
高校の学資等に必要な
資金を無利子で貸与 

・児童養護施設を退所し
た者等に対し、生活費
や家賃等を無利子で貸
付 

 
・高校等の生徒の修学を
支援するため、愛知県
高等学校等奨学金を無
利子で貸与 

     

健康福祉部 
教育委員会 

◆ 学校にお
ける情報提
供の充実 

スクール
ソーシャル
ワーカーの
充実 

 
 
 
 
 
・貧困等の家庭問題等に
対応するため、市町村
が実施する小中学校へ
のスクールソーシャル
ワーカー配置に対する
経費を補助（14市町27
人）【再掲】 

・県立高校にスクール
ソーシャルワーカーを
配置（6人）【再掲】 

・私立高校のス
クールソーシャ
ルワーカー配置
に対する経費
を助成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・スクールソー
シ ャ ル ワ ー
カーを教職員
に対する校内
研修の講師と
して派遣 

    

県民生活部 
教育委員会 

◆ 高等学校
卒業程度認
定試験受験
者等に対す
る支援の充
実 

試験に向け
た学習支援
の充実 

・中卒進路未定者、高校
中退者、日本語支援が
必要な外国人等に対し
て、高等学校卒業程度
認定試験等に向けた学
習支援及び相談・助言
を実施（3地域）【再掲】 

     

教育委員会 

 

  

第
二
期
貧
困

計
画
策
定 

第
四
次
教
育
振
興 

基
本
計
画
策
定 

第
四
次
教
育
振
興 

基
本
計
画
策
定 

配置市町村の拡大 

第
四
次
教
育
振
興 

基
本
計
画
策
定 

2022年 
9地域 

実施地域の拡大 

2022年 
全市町村 
配置 
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(3) 体験・経験機会（様々な体験・経験ができる） 

 

① 様々な体験・経験ができる機会の提供 

 

＜取組の方向＞ 

○ 幼児期の子どもの発達とともに、子どもと保護者とのコミュニケーションの時

間を確保するため、県図書館において、絵本の読み聞かせ会を開催するとともに、

外国語の絵本の充実を図ります。 

○ 多様な文化・芸術等に触れる経験を確保するため、県美術館及び陶磁美術館に

おいて、中学生以下の子どもに対して無料化を実施するとともに、社会とのつな

がりが希薄なひとり親家庭にスポーツや文化等の体験機会を提供します。 

 

＜具体的な取組・施策と工程＞ 

取組・施策 
2017（H29）年度時点の 

事業内容 

工程 
所管部局 2018 

(H30) 
2019 
(H31) 

2020 
(H32) 

2021 
(H33) 

2022 
(H34) 

◆ 「絵本の
読 み 聞 か
せ」の機会
の充実 

読み聞かせ
の開催 

・県図書館で「おはなし
会」を開催し、絵本の
読み聞かせ、紙芝居、
手遊び等を実施（月 4
回） 

     

県民生活部 

外国語の絵
本の充実 

・県図書館の外国語の絵
本を蔵書を充実（5,893
冊） 

・県内図書館への貸し出
しの実施 

     

県民生活部 

◆ 多様な文
化・芸術に
触れる機会
の充実 

文化施設の
無料化 

・県美術館・陶磁美術館
において、中学生以下
の無料化を実施 

     
県民生活部 

体験機会の
提供 

 ・社会とのつなが
りが希薄なひ
とり親家庭に
親子及び親同
士の交流や、ス
ポーツや文化
等に触れる機
会を提供 

    

健康福祉部 

  

第
二
期
貧
困

計
画
策
定 
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② スポーツ体験・経験ができる機会の提供 

 

＜取組の方向＞ 

○ 気軽にスポーツに取り組むことができるよう、県立スポーツ施設における無料

のスポーツ・プログラムの充実を図ります。 

 

＜具体的な取組・施策と工程＞ 

取組・施策 
2017（H29）年度時点の 

事業内容 

工程 
所管部局 2018 

(H30) 
2019 
(H31) 

2020 
(H32) 

2021 
(H33) 

2022 
(H34) 

◆ スポーツ
ができる場
所・環境の
充実 

県立スポー
ツ施設等活
動の場所の
提供 

・県立スポーツ施設にお
ける無料のスポーツ・
プログラムの実施（34
事業） 

     

教育委員会 

 

  

第
四
次
教
育
振
興 

基
本
計
画
策
定 
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③ 非日常の体験・経験ができる機会の提供 

 

＜取組の方向＞ 

○ 2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックなどの国際大会へ向け、

高校生を対象に国際大会ボランティア養成講座を開催します。 

○ 地域で非日常体験ができるよう、児童総合センターにおいてワークショップを

開催します。 

 

＜具体的な取組・施策と工程＞ 

取組・施策 
2017（H29）年度時点の 

事業内容 

工程 
所管部局 2018 

(H30) 
2019 
(H31) 

2020 
(H32) 

2021 
(H33) 

2022 
(H34) 

◆ 保育所・
幼稚園・認
定 こ ど も
園・学校に
おける非日
常体験機会
の充実 

国際大会ボ
ランティア
養成講座の
開催 

・国際大会ボランティア
養成講座の実施（1回） 

     

教育委員会 

◆ 地域にお
ける非日常
体験機会の
充実 

児童総合セ
ンターにお
けるワーク
ショップの
開催 

・児童総合センターにお
けるワークショップの
実施（600回） 

     

健康福祉部 

 

  

第
二
期
貧
困

計
画
策
定 
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２．健やかな成育環境 

 

(1) 所得・物質的な支援（必要な支援が受けられる・必要なものを持っている） 

 

① 物質的援助 

 

＜取組の方向＞ 

○ 「フードバンク」を活用した生活困窮世帯への食料提供を実施するとともに、

食の提供とともに、子どもの居場所や多世代の交流の場として活用するため、「子

ども食堂」への支援を行います。 

○ 子どもの成長における食事の重要性に関する啓発を行うため、食育推進ボラン

ティアを支援します。 

○ 学校の副教材の負担軽減を図るため、各学校においてリサイクル活動を支援し

ます。 

 

＜具体的な取組・施策と工程＞ 

取組・施策 
2017（H29）年度時点の 

事業内容 

工程 
所管部局 2018 

(H30) 
2019 
(H31) 

2020 
(H32) 

2021 
(H33) 

2022 
(H34) 

◆「食」の提
供 

フードバン
クの活用 

・ 生活困窮世帯に対し、
フードバンクを活用し
て食料を提供 

     
健康福祉部 

子ども食堂
への支援 

・フードバンクによる食
料支援を活用した子ど
も食堂の支援方法につ
いて調査研究 

・食料提供企業の
開拓 

 
 
・社会資源を活用
した子ども食
堂開設モデル
事業の実施 

・子ども食堂の開
設までのノウハ
ウをまとめた
開設支援ガイド
ブックの作成 

・子ども食堂運営
ボランティア向
け連続講座の
実施 

    

健康福祉部 

◆ 「食」に
関する家庭
への啓発・
支援の充実 

食育推進ボ
ランティア
への支援 

・食育推進ボランティア
を募集・登録し、研修
等の開催や活動の場を
提供 

     農林水産部 

◆ 副教材に
関わる費用
負担の軽減 

副教材のリ
サイクル活
動の支援 

・各学校における副教材
のリサイクル活動の実
施 

  

 

  教育委員会 

 

  

第
二
期
貧
困 

計
画
策
定 

第
四
次
教
育
振
興 

基
本
計
画
策
定 

2022年 
200か所 

（把握数） 
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② 金銭的支援 

 

＜取組の方向＞ 

○ 市町村において、要保護世帯及び準要保護世帯に対し、学用品費等、医療費、

学校給食費を支給します。 

 

＜具体的な取組・施策と工程＞ 

取組・施策 
2017（H29）年度時点の 

事業内容 

工程 
所管部局 2018 

(H30) 
2019 
(H31) 

2020 
(H32) 

2021 
(H33) 

2022 
(H34) 

◆ 負担の大
きい費用に
対する支援
の充実 

就学の援助 

・市町村において要保護
世帯及び準要保護世帯
に対し、学用品費等、
医療費、学校給食費を
支給 

     

教育委員会 

 

  

第
四
次
教
育
振
興 

基
本
計
画
策
定 
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③ 保護者の就労・増収支援 

 

＜取組の方向＞ 

○ 経済的な自立を促進するため、保護者の就労支援、増収支援に取り組みます。 

 

＜具体的な取組・施策と工程＞ 

取組・施策 
2017（H29）年度時点の 

事業内容 

工程 
所管部局 2018 

(H30) 
2019 
(H31) 

2020 
(H32) 

2021 
(H33) 

2022 
(H34) 

◆ 保護者の
就労・増収
支援の充実 

保護者の就
労支援 

・福祉事務所や生活困窮
者自立相談支援機関、
ハローワークが連携し
て就労支援を実施 

・就業支援員による職場
開拓、就業支援講習会
の実施、就業情報の提
供 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・子育て女性の再就職に
向けた相談支援や職場
実習等を実施 

・あいち労働総合支援フ
ロア、市役所等におい
て、内職相談及び内職
あっせんを実施（31か
所） 

・就職氷河期世代等を対
象とした正規雇用拡大
支援を実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
・ひとり親家庭の
親の就労支援
のため、土日に
仕事等で不在
の場合、児童を
児童養護施設
で預かるトワ
イライトステイ
事業等を利用
する子どもの
送迎を実施 

    

健康福祉部 
産業労働部 

 

  

第
二
期
貧
困 

計
画
策
定 

次
期
産
業
労
働 

ビ
ジ
ョ
ン
策
定 
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(2) 生活習慣・生きる力（規則正しい生活が身についている・生きる力が身についている） 

 

① 保育所・幼稚園・認定こども園・小学校等における生活習慣指導の充実 

 

＜取組の方向＞ 

○ 幼児期に基本的な生活習慣が身につくよう、また、保護者に助言できるよう、

保育士に対する研修を実施します。 

 

＜具体的な取組・施策と工程＞ 

取組・施策 
2017（H29）年度時点の 

事業内容 

工程 
所管部局 2018 

(H30) 
2019 
(H31) 

2020 
(H32) 

2021 
(H33) 

2022 
(H34) 

◆ 保育園・
幼稚園・認
定 こ ど も
園・小学校
等生活の中
での指導の
充実 

保育士への
研修 

・保育士に対し、職階層
別及び分野別の研修を
実施 

     

健康福祉部 

◆ 子どもを
通じた保護
者の子育て
力の向上 

 

  

第
二
期
貧
困

計
画
策
定 



- 19 - 

 

 

 

 

 

② 自分で生活する能力・技術の習得機会の提供  

 

＜取組の方向＞ 

○ 金銭管理能力などの生活力を養えるよう、金融や金銭教育等に関する講師を学

校に派遣します。 

 

＜具体的な取組・施策と工程＞ 

取組・施策 
2017（H29）年度時点の 

事業内容 

工程 
所管部局 2018 

(H30) 
2019 
(H31) 

2020 
(H32) 

2021 
(H33) 

2022 
(H34) 

◆ 生活力の
習得を目的
とした授業
や課外プロ
グラムの提
供 

講師の学校
派遣 

・学校に対して消費者市
民社会、消費者被害未
然防止に関する授業の
講師を派遣 

・学校に対して金融・金
銭教育に関する授業の
講師を派遣 

     

県民生活部 
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(3) 社会とのつながり（社会や人との関係がつくれる・持っている） 

 

① 子どもと保護者のコミュニケーションに関する支援・機会の提供 

 

＜取組の方向＞ 

○ 児童総合センターにおいてワークショップを開催するとともに、親子の関わり

の大切さや体験的な活動の重要性などについて積極的に啓発を行うことで、子ど

もと保護者のコミュニケーション機会の充実を図ります。 

○ 日本語の会話能力に差がある外国人の子どもと保護者のコミュニケーションを

支援するため、保護者に対する日本語能力の育成を図ります。 

 

＜具体的な取組・施策と工程＞ 

取組・施策 
2017（H29）年度時点の 

事業内容 

工程 
所管部局 2018 

(H30) 
2019 
(H31) 

2020 
(H32) 

2021 
(H33) 

2022 
(H34) 

◆ 子どもと
保護者で過
ごす機会の
提供 

コミュニ
ケーション
機会の充実 

・児童総合センターにお
けるワークショップの
実施（600回）【再掲】 

 

 
 
 
 
 
・幼児教育に関し
て、学識経験者
や教育現場の
幼稚園教諭、保
育士等と保護
者等が一体と
なった講演会
等の開催や、子
育て・幼児教育
に関するリーフ
レットを刊行 

    

健康福祉部 
教育委員会 

◆ 外国人の
子どもと保
護者へのコ
ミュニケー
ションの支
援 

保護者に対
する日本語
能力の育成 

・子育て外国人に育児に
関する情報提供や日本
語能力を育成するため
「多文化子育てサーク
ル」を設置（2団体） 

・子育て外国人に
育児や言語習
得の情報を提
供する「多文化
子育てサロン」
を設置 

    

県民生活部 

 

  

第
二
期
貧
困

計
画
策
定 

第
四
次
教
育
振
興 

基
本
計
画
策
定 
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② 子どもと社会とのつながりをつくる支援 

 

＜取組の方向＞ 

○ 子どもが学校生活を楽しいと感じられるよう、また、学習習熟度の向上を図る

ため、指導の充実を図ります。 

○ 子どもたちの身近な地域で、安心して過ごせる居場所を提供するため、学習支

援事業の推進や放課後児童クラブへの助成、子ども食堂への支援を実施します。 

 

＜具体的な取組・施策と工程＞ 

取組・施策 
2017（H29）年度時点の 

事業内容 

工程 
所管部局 2018 

(H30) 
2019 
(H31) 

2020 
(H32) 

2021 
(H33) 

2022 
(H34) 

◆楽しい学校
生活の実現 

指導の充実 

・「主体的・対話的で深い
学び」の実現を目指し、
アクティブ・ラーニン
グの視点による授業改
善を行い、学力向上を
図る実践研究を実施（2
市）【再掲】 

・小中学校において、外
部人材を活用した専門
分野の講義や実技指導
等を実施（3,449時間）
【再掲】 

     

教育委員会 

  

第
四
次
教
育
振
興 

基
本
計
画
策
定 



- 22 - 

 

 

 

 

 

 

 

取組・施策 
2017（H29）年度時点の 

事業内容 

工程 
所管部局 2018 

(H30) 
2019 
(H31) 

2020 
(H32) 

2021 
(H33) 

2022 
(H34) 

◆ 子どもの
居場所の充
実 

学習支援事
業の推進 

・生活困窮世帯の子ども
に対する学習支援を実
施（27市町）【再掲】 

・ひとり親家庭の子ども
に対する学習支援を実
施（4市）【再掲】 

・小学生を対象に、地域
住民の協力や小学校の
余裕教室等の活用等に
よる学習支援や体験活
動等を実施（396教室）
【再掲】 

・中学生、高校生等を対
象に、大学生や教員Ｏ
Ｂなど地域住民の協力
による学習支援を実施
（15市町）【再掲】 

     

健康福祉部 
教育委員会 

放課後児童
クラブへの
助成 

・保護者が労働等により
昼間家庭にいない小学
校に就学している児童
の健全育成を図るた
め、授業の終了後に小
学校の余裕教室、児童
館等を利用して適切な
遊び及び生活の場を提
供（登録児童数54,469
人） 

     

健康福祉部 

子ども食堂
への支援 

・フードバンクによる食
料支援を活用した子ど
も食堂の支援方法につ
いて調査研究【再掲】 

・食料提供企業の
開拓【再掲】 

 
 
・社会資源を活用
した子ども食
堂開設モデル
事業の実施【再
掲】 

・子ども食堂の開
設までのノウハ
ウをまとめた
開設支援ガイド
ブックの作成
【再掲】 

・子ども食堂運営
ボランティア向
け連続講座の
実施【再掲】 

    

健康福祉部 

  

第
二
期
貧
困

計
画
策
定 

実施市町村の 
拡大 

第
四
次
教
育
振
興 

基
本
計
画
策
定 

実施市町村の拡大 

2022年 
全市町村 

2022年 
全市町村 

第
二
期
貧
困 

計
画
策
定 

登録児童数の 
拡大 

2022年 
59,500人 

2022年 
200か所 

（把握数） 
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③ 地域とのつながりをつくる支援 

 

＜取組の方向＞ 

○ 学校の空き教室等を活用し、子どもが地域の人と交流できる機会の充実を図り

ます。 

○ 子どもや保護者が気軽に地域活動に参加できるよう、親子の交流の場を提供し、

子育てについての相談・助言、情報提供等を行う地域子育て支援拠点や、子ども

食堂を支援します。 

 

＜具体的な取組・施策と工程＞ 

取組・施策 
2017（H29）年度時点の 

事業内容 

工程 
所管部局 2018 

(H30) 
2019 
(H31) 

2020 
(H32) 

2021 
(H33) 

2022 
(H34) 

◆ 学校施設
を通じた地
域とのつな
がりの促進 

地域との交
流機会の提
供 

・小学生を対象に、地域
住民の協力や小学校の
余裕教室等の活用等に
よる学習支援や体験活
動等を実施（396教室）
【再掲】 

・中学生、高校生等を対
象に、大学生や教員Ｏ
Ｂなど地域住民の協力
による学習支援を実施
（15市町）【再掲】 

     

教育委員会 

◆ 子どもや
保護者が気
軽に地域活
動に参加で
きるしくみ
づくり 

地域子育て
支援拠点へ
の支援 

・乳幼児及びその保護者
が相互の交流を行う場
所を開設し、子育てに
ついての相談、情報の
提供、助言その他の援
助を行う事業として地
域子育て支援拠点事業
を実施する市町村に対
して補助（364か所） 

     

健康福祉部 

子ども食堂
への支援 

・フードバンクによる食
料支援を活用した子ど
も食堂の支援方法につ
いて調査研究【再掲】 

・食料提供企業の
開拓【再掲】 

 
 
・社会資源を活用
した子ども食
堂開設モデル
事業の実施【再
掲】 

・子ども食堂の開
設までのノウハ
ウをまとめた
開設支援ガイド
ブックの作成
【再掲】 

・子ども食堂運営
ボランティア向
け連続講座の
実施【再掲】 

    

健康福祉部 

 

  

第
四
次
教
育
振
興 

基
本
計
画
策
定 

実施市町村の拡大 

第
二
期
貧
困 

計
画
策
定 

2022年 
全市町村 

2022年 
200か所 

（把握数） 
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３．支援体制の充実 

 

(1) 支援へのつなぎ（情報発信の充実・サポート、分かりやすいしくみ・窓口） 

 

① 支援制度等に関する情報発信の強化 

 

＜取組の方向＞ 

○ 支援を必要とする人に支援機関や支援制度に関する情報が届くよう、各種支援

制度の周知を図るとともに、支援者に対しても研修機会をとらえて周知を図りま

す。 

○ 外国人の保護者にも必要な情報が届くよう、「やさしい日本語」の普及を図りま

す。 

 

＜具体的な取組・施策と工程＞ 

取組・施策 
2017（H29）年度時点の 

事業内容 

工程 
所管部局 2018 

(H30) 
2019 
(H31) 

2020 
(H32) 

2021 
(H33) 

2022 
(H34) 

◆ 専門機関
以外での情
報発信の充
実 

支援制度の
周知 

・支援者への研修時に専
門分野以外も含めた各
種支援制度を周知 

・市町村に対し、就学援
助制度の保護者への周
知を依頼 

 
 
 
 
 
 
・高等学校等就学
支援金を受給
するために必
要な手続・書類
などについて
分かりやすく
示したパンフ
レットの作成 

・公立高校推薦入
試における環
境推薦、就学支
援金等の出願
要件について
まとめた多言
語による外国
人生徒向けの
リーフレット作
成 

    

健康福祉部 
教育委員会 

◆ 分かりや
すい情報発
信の工夫 

「やさしい
日本語」の
普及 

・「『やさしい日本語』の
手引き」を活用し、外
国人にも配慮した「や
さしい日本語」を普及 

     

県民生活部 

 

  

第
四
次
教
育
振
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基
本
計
画
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② 各種手続きに関するサポート体制の充実 

 

＜取組の方向＞ 

○ 外国人保護者を支援するため、小・中学校に語学相談員を派遣し、相談体制の

充実を図ります。 

 

＜具体的な取組・施策と工程＞ 

取組・施策 
2017（H29）年度時点の 

事業内容 

工程 
所管部局 2018 

(H30) 
2019 
(H31) 

2020 
(H32) 

2021 
(H33) 

2022 
(H34) 

◆ 情報・制
度を活用で
きるように
するための
サポート体
制の充実 

語学相談員
を派遣 

・語学相談員を小・中学
校に派遣（11人） 

 
 
 
 

    

教育委員会 

 

  

第
四
次
教
育
振
興 

基
本
計
画
策
定 
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③ 気になる家庭の早期発見体制の強化  

 

＜取組の方向＞ 

○ 水道・ガス・電気・電話などの公共料金の未払いがある家庭に対し、必要な支

援へつなげていくため、生活困窮者自立支援相談支援窓口を中心として、相談窓

口への誘導や、関係企業との情報共有を図ります。 

 

＜具体的な取組・施策と工程＞ 

取組・施策 
2017（H29）年度時点の 

事業内容 

工程 
所管部局 2018 

(H30) 
2019 
(H31) 

2020 
(H32) 

2021 
(H33) 

2022 
(H34) 

◆ 窓口への
来訪機会の
創出 

相談窓口へ
の誘導 

・生活困窮者自立支援相
談支援窓口において、
未払世帯を相談窓口へ
誘導 

・生活困窮世帯の早期発
見、早期支援を目的と
して、県民や支援者等
に対するシンポジウム
を開催 

     

健康福祉部 

◆ ライフラ
イン関係機
関との連携 

関係企業と
の情報共有 

・生活困窮者自立支援相
談支援窓口において、
関係企業と未払世帯に
関する情報共有を実施 

     

健康福祉部 

 

  

第
二
期
貧
困 

計
画
策
定 
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(2) 途切れのない支援（機関・職種間での役割分担・連携） 

 

① 相談・サポートに対する抵抗感の払拭 

 

＜取組の方向＞ 

○ 市町村において、乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）を実施す

るとともに、子育て世代包括支援センターの設置を推進し、子育て家庭への支援

の充実を図ります。 

○ 支援を必要とする家庭を早期に発見し、必要な支援へつなげていくため、医療

機関から市町村への情報提供を推進します。 

 

＜具体的な取組・施策と工程＞ 

取組・施策 
2017（H29）年度時点の 

事業内容 

工程 
所管部局 2018 

(H30) 
2019 
(H31) 

2020 
(H32) 

2021 
(H33) 

2022 
(H34) 

◆ 子育て支
援事業にお
ける専門職
と保護者の
かかわりの
充実 

子育て家庭
への支援 

・市町村において生後 4
か月までの乳児のいる
すべての家庭を訪問 

・妊娠期から子育て期に
わたる切れ目ない支援
をワンストップで提供
する子育て世代包括支
援センターが全ての市
町村で設置されるよう
支援（設置27市町） 

     

健康福祉部 

◆ 医療機関
と保健・福
祉との連携 

医療機関か
ら市町村へ
の情報提供 

・1か月健診や予防接種等
の機会に把握した情報
を医療機関が、市町村
保健・福祉担当課に提
供 

     

健康福祉部 

 

  

第
二
期
貧
困 

計
画
策
定 

2020年 
全市町村 

設置市町村の 
拡大 
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② 成育記録・情報に関する共有・引き継ぎの徹底 

 

＜取組の方向＞ 

○ 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援のため、全ての市町村が子育て

世代包括支援センターを設置できるよう支援します。 

○ 小学校入学前に子どもや家庭の状況を把握できるよう、就学前健診を実施しま

す。 

 

＜具体的な取組・施策と工程＞ 

取組・施策 
2017（H29）年度時点の 

事業内容 

工程 
所管部局 2018 

(H30) 
2019 
(H31) 

2020 
(H32) 

2021 
(H33) 

2022 
(H34) 

◆ 引き継ぎ
しやすい成
育情報の管
理、共有等
の整備 

子育て世代
包括支援セ
ンターの設
置支援 

・妊娠期から子育て期に
わたる切れ目ない支援
をワンストップで提供
する子育て世代包括支
援センターが全ての市
町村で設置されるよう
支援（設置27市町）【再
掲】 

     

健康福祉部 

◆ 受入機関
が子どもを
知る機会の
確保 

就学前健診
の実施 

・小学校入学前に保健上
の適切な就学を図るた
めに実施 

 
 
 
 

    

教育委員会 

 

  

第
二
期
貧
困 

計
画
策
定 2020年 

全市町村 

第
四
次
教
育
振
興 

基
本
計
画
策
定 

設置市町村の 
拡大 
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③ 各専門機関・専門職の役割の明確化・見直し 

 

＜取組の方向＞ 

○ 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援のため、全ての市町村が子育て

世代包括支援センターを設置できるよう支援します。 

○ 組織的なネットワークを構築するため、相談員等に対する研修を実施します。 

 

＜具体的な取組・施策と工程＞ 

取組・施策 
2017（H29）年度時点の 

事業内容 

工程 
所管部局 2018 

(H30) 
2019 
(H31) 

2020 
(H32) 

2021 
(H33) 

2022 
(H34) 

◆ 専門職間
の ネ ッ ト
ワーク構築 

子育て世代
包括支援セ
ンターの設
置支援 

・妊娠期から子育て期に
わたる切れ目ない支援
をワンストップで提供
する子育て世代包括支
援センターが全ての市
町村で設置されるよう
支援（設置27市町）【再
掲】 

     

健康福祉部 

相談員等へ
の研修 

・生活困窮者自立相談支
援員、母子・父子自立
支援員に対する研修を
実施 

 
 
 
 
・スクールソー
シャルワーカー
を教職員に対
する校内研修
の講師として
派遣【再掲】 

 
 
 

  
 

 

健康福祉部 
教育委員会 

 

  

第
四
次
教
育
振
興 

基
本
計
画
策
定 

第
二
期
貧
困 

計
画
策
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2020年 
全市町村 

設置市町村の 
拡大 
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(3) 支援者の確保（支援者の育成、確保のためのしくみ、適正配置） 

 

① 適正な人員配置体制 

 

＜取組の方向＞ 

○ スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラー等の専門職の適正な人員

配置を図るとともに、雇用の安定化を目指します。 

 

＜具体的な取組・施策と工程＞ 

取組・施策 
2017（H29）年度時点の 

事業内容 

工程 
所管部局 2018 

(H30) 
2019 
(H31) 

2020 
(H32) 

2021 
(H33) 

2022 
(H34) 

◆ 人員配置
の適正化 

適正な人員
配置（ス
クールカウ
ンセラー） 

・カウンセリング機能の
充実を図るため、私立
高校のスクールカウン
セラー配置に対する経
費を助成（86 人）【再
掲】 

・公立小・中学校にスクー
ルカウンセラーを配置
（480 人、スーパーバ
イザー3人）【再掲】 

・県立高校にスクールカ
ウンセラーを配置（54
人、スーパーバイザー2
人）【再掲】 

     

県民生活部 
教育委員会 

適正な人員
配置（ス
クールソー
シャルワー
カー） 

 
 
 
 
 
・貧困等の家庭問題等に
対応するため、市町村
が実施する小中学校へ
のスクールソーシャル
ワーカー配置に対する
経費を補助（14市町27
人）【再掲】 

・県立高校にスクール
ソーシャルワーカーを
配置（6人）【再掲】 

・私立高校のス
クールソーシャ
ルワーカー配置
に対する経費
を助成 

    

県民生活部 
教育委員会 

◆ 専門職の
雇用の安定
化 

適正な人員
配置（生活
困窮者自立
相談支援
員） 

・県が設置する生活困窮
者自立相談支援機関に
専任の相談員を配置（7
人）【再掲】 

     

健康福祉部 

 

  

第
二
期
貧
困 

計
画
策
定 

第
四
次
教
育
振
興 

基
本
計
画
策
定 

配置市町村の拡大 第
四
次
教
育
振
興 

基
本
計
画
策
定 

2022年 
全市町村 
配置 
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② ＮＰＯなどの支援団体の確保・育成 

 

＜取組の方向＞ 

○ ＮＰＯなどの支援団体及びボランティアに対する支援を行います。 

○ 生活困窮世帯に関する情報の共有を図るため、関係機関や支援団体のネット

ワーク化に取り組みます。 

 

＜具体的な取組・施策と工程＞ 

取組・施策 
2017（H29）年度時点の 

事業内容 

工程 
所管部局 2018 

(H30) 
2019 
(H31) 

2020 
(H32) 

2021 
(H33) 

2022 
(H34) 

◆ 支援団体
の活動支援 

支援団体及
びボラン
ティアに対
する支援 

・日本語教室を運営する
団体に対する運営費の
助成等（85 教室 6 校）
【再掲】 

 
 
 
 
 
・社会資源を活用
した子ども食
堂開設モデル
事業の実施 

・子ども食堂運営
ボランティア向
け連続講座の
実施 

・子ども食堂の開
設までのノウ
ハウをまとめ
た開設支援ガ
イドブックの作
成 

    

県民生活部 
健康福祉部 

◆ 支援団体
のネットワー
ク構築 

ネットワー
ク化 

・生活困窮者自立支援相
談支援窓口において、
生活困窮者の早期把握
や見守りのための地域
ネットワークを構築【再
掲】 

     

健康福祉部 

  

基
金
終
了
に

伴
う
検
討 

2022年 
200か所 

（把握数） 

第
二
期
貧
困 

計
画
策
定 
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③ ボランティア等の支援者の確保 

 

＜取組の方向＞ 

○ 大学へ学習支援事業に対する協力依頼を行い、大学生に学習支援ボランティア

活動への意欲喚起等の充実を図ります。 

○ 子どもの貧困問題に対する理解を深めるため、シンポジウムを開催するととも

に、学習支援事業（無料学習塾）のボランティアを確保するため、愛知県社会福

祉協議会（ボランティアセンター）において実施する学習支援ボランティアを養

成する事業を支援します。 

 

＜具体的な取組・施策と工程＞ 

取組・施策 
2017（H29）年度時点の 

事業内容 

工程 
所管部局 2018 

(H30) 
2019 
(H31) 

2020 
(H32) 

2021 
(H33) 

2022 
(H34) 

◆ 大学との
連携 

学習支援ボ
ランティア
活動への意
欲喚起の充
実 

・あいちの学校連携ネッ
トのサイトを通じて大
学と高校、教育委員会
との連携した取組を増
やすことを目的とし
て、高校生向けの大学
公開講座の情報や大学
ボランティアの募集等
を掲載 

 
 
 
 

    

教育委員会 

◆ 自治体と
してのボラ
ンティア人
材バンクの
構築 

学習支援ボ
ランティア
の確保 

・子どもの貧困に関する
シンポジウムを開催し、
地域での支援に関する
機運を醸成 

・愛知県社会福祉協議会
(ボランティアセンター)
において学習支援ボラ
ンティアを養成 

     

健康福祉部 
◆ 学習支援
ボランティ
アの対象年
齢の拡大 

 

第
四
次
教
育
振
興 

基
本
計
画
策
定 

第
二
期
貧
困 

計
画
策
定 

2022年 
登録者数 
500人 
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